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遺言の大切さや弁護士の役割等を広く知って貰うため、茨城県弁護士会

では下記の日程で「遺言と相続に関する無料相談会」を開催いたします。 

是非この機会に、遺言や相続の手続きについて知りたい事や心配事などを

弁護士へお気軽にご相談ください。 

 

１．実施日時・場所 

令和８年４月１３日（月）１３時３０分～１６時００分 

下妻相談センター 下妻市長塚７４－１（下妻市商工会館） 

 

令和８年４月１５日（水）１３時３０分～１６時００分 

 水戸相談センター 水戸市大町２－２－７５（茨城県弁護士会館） 

 

令和８年４月１６日（木）１３時３０分～１６時００分 

土浦相談センター 土浦市中央１－１３－３大国亀城公園ハイツ３階３０４ 

（茨城県弁護士会土浦支部） 

 

２．実施方法  面談相談（１名３０分） 

 

３．受付方法  電話による事前予約（※先着順、各相談日５名まで） 

 

４．予約受付  下記の電話で予約をお取りの上、ご相談に来所して下さい。 

水戸相談センター ０２９－２２７－１１３３ 

土浦相談センター ０２９－８７５－３３４９ 

下妻相談センター ０２９６－４４－２６６１ 

  ※令和８年３月２３日（月）１０時より予約開始 

  （受付時間：平日 10時～12時、13時～16時） 

 

５．問い合わせ先  

茨城県弁護士会事務局 ０２９－２２１－３５０１ 

 

≪主催≫ 日本弁護士連合会・茨城県弁護士会 


